
介護サービス情報公表システム 報告手順のご案内 

「介護サービス情報公表システム」は、都道府県内の事業所や施設が提供する介護サービスの

内容・運営状況を調査・公表するためのシステムです。 

インターネットを使ってサービス内容をご提出いただくための手順をご紹介いたします。 

インターネットで介護サービス情報公表システムに 

アクセスします。 

 

URL アドレス：https:// hokoku.kaigo-service.pref.akita.jp/kaigorep/jInit.do 

STEP 1STEP 1

事業所一覧画面が表示されるので、該当する事業所の 

「記入」ボタンをクリックします。 STEP 3STEP 3

ログイン画面が表示されるので、ID・サービス名・ 

パスワードを入力し、ログインボタンをクリックします。 

 
STEP 2STEP 2



記入メニュー画面の項目にしたがって、 

介護サービスの内容を記入していきます。 

 

STEP 5STEP 5

STEP 4STEP 4 記入メニュー画面は「基本情報」と「調査情報」に分かれ

ています。それぞれ記入する必要があります。 

 

基本情報 

調査情報 

※同類の介護予防サービス等も 

公表対象の場合は、そのサービス 

の基本情報も表示されます。 

（左の画面は「訪問介護」と 

「介護予防訪問介護」の例） 

 

 
▽基本情報の記入画面例 



 
 
 

調査票の入力が完了したら、「登録」ボタンを 

クリックします。 
STEP 6STEP 6

記入した調査項目の状態欄は「記入済」と表示されます。 

状態欄が「未記入」や「記入中」の調査項目に対して、それぞれご

記入いただき、すべて「記入済」にしていただく必要があります。 

STEP 7STEP 7

※ 「一時保存ボタン」は、記入途中の内容を保存するために使用します。 

画面を開いたまま長時間（30 分以上）たつと、自動的に接続が中断され、

登録ボタンを押しても記入した内容が登録できないことがあります。 

記入中はこまめに一時保存をしていただくことをお奨めします。 

 

すべて「記入済」にして 

いただく必要があります。 



 

入力がすべて「記入済」になったら、連絡先（ご担当者のお名前

やメールアドレス）を記入し、「提出」ボタンを押します。 

 

STEP 8STEP 8

 

● 報告した内容は、新規事業所など一部を除き、調査員による

訪問調査を実施した後、一般公開されます。 

 

提出の完了です！ 

※ 「記入済」の状態では、まだ提出が

完了していません。 

記入後は必ず「提出」ボタンを押し

ていただくことようお願いします。 


